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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年１１月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 同乗者負傷 

発生日時 平成２９年３月２０日 １０時１０分ごろ 

発生場所 滋賀県大津市大津港北方沖（琵琶湖南部） 

 柳川三等三角点からから真方位１６８°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０１.０′ 東経１３５°５２.２′） 

事故の概要  プレジャーボートブレイブ２０は、落水した同乗者が本船に乗り込

む際、左手をプロペラに接触して負傷した。 

事故調査の経過  平成２９年３月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート ブレイブ２０、５トン未満 

 ２４０－５１９０４滋賀、個人所有 

 ３.２５ｍ（Lr）×１.５０ｍ×０.５７ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１４.７０kＷ、平成１２年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

 二級小型船舶操縦士（湖川小出力限定） 

  免許登録日 平成１９年７月２０日 

  免許証交付日 平成２８年９月２３日 

         （平成３４年７月１９日まで有効） 

同乗者 男性 ２６歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２９年２月２４日 

  免許証交付日 平成２９年２月２４日 

         （平成３４年２月２３日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

水象：湖上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、滋賀県草津市

の湖岸を出発し、滋賀県大津市柳ヶ崎北方沖で釣りを行い、平成２９

年３月２０日０９時５０分ごろ、釣り場を移動する目的で、大津港北

方沖に向け南南西進した。 
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 船長は、右舷船尾部に腰を掛け、左手でチラーハンドルの先端にあ

るスロットルグリップを全開とし、同乗者が左舷船首部に腰を下ろ

し、釣りをしている他のボートが集まっている付近を目標に航行を続

けた。 

 船長は、右舷船首約６０°から接近する波高約０.５ｍの航走波を

至近に認めたものの、針路及び速力を保持して航行を続けたところ、

波の衝撃で急に船外機のチラーハンドルが左舵一杯に取られると同時

に本船が動揺したことでバランスを崩して右舷側に落水した。 

 同乗者は、左舷船首部の甲板上で前方を見て座っていたが、揺れが

大きかったので振り返ると、船長が落水するところを目撃し、立ち上

がろうとしたときに動揺によりバランスを崩して左舷側に落水した。 

 本船は、無人の状態となり同乗者の近くで徐々に速力を落としなが

ら航行を続け左旋回していた。 

 同乗者は、本船の右舷側中央付近のガンネルを右手でつかんで乗り

込もうとしたところ、船尾方へ流され、１０時１０分ごろ左手がプロ

ペラに接触して激しい痛みを感じた。 

 同乗者は、負傷後、自力で本船に船尾部から乗り込み、エンジンを

停止させた。 

 船長は、同乗者が乗り込むところを約１０ｍ離れた位置で視認した

後、本船に乗り込み、異変に気付き近づいてきたボートの乗船者に１

１９番通報を依頼し、本船で大津港に向かった。 

 同乗者は、大津港に到着後、救急車で病院に搬送され、左手関節開

放骨折等と診断されて入院した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 右舷後部、

写真３ 船外機、写真４ 船外機使用上の注意、写真５ レンタル

ボート出入港届 参照） 

 その他の事項  船長は、免許取得後、約９年間、琵琶湖で船外機タイプのプレジャ

ーボートを借りて釣りをしていた。 

 船長は、大人２人が本船の船尾部に座ると船首部が浮上して操船し

にくいので、同乗者を左舷船首部に座らせていた。 

 本船は、スロットルを全開とすると船体が浮上し、滑走状態となっ

て約３０～４０km/h の対地速力で航行していた。 

 本船は、航行中に操縦者が落水して無人の状態になると、スロット

ルが全閉の位置に戻るが、クラッチが前進に入っていたので前進を続

けていた。 

 本船は、はしご等による水面からの乗り込み装置がなく、水面から

ガンネル上端までの高さが、船首尾共約０.３ｍで、船外機のプロペ

ラ翼端が水面下約０.６ｍにあった。 

 船外機の側面及びレンタルボートの出入港届には、操縦者が落水し

たときに船外機のエンジンを停止させる緊急エンジン停止コードを救
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命胴衣、手又は足に付けるよう記載されていた。 

 船長は、釣り場を移動するまでに、釣果がなかったので、他のボー

トが集まっている付近に早く行きたいと思い、釣りをする際に外して

いた緊急エンジン停止コードを装着するのを忘れていた。 

 船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

 船長は、釣り場を移動中、左舷方を見てどの辺りで釣りをしようか

と考えながら操船していたので、右舷方からの航走波に気付くのが遅

れたと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、琵琶湖南部の大津港北方沖において、同乗者が、無人の状

態で旋回している本船の右舷側中央付近のガンネルをつかんで乗り込

もうとしたことから、船尾方に流され、左手がプロペラに接触して負

傷したものと考えられる。 

 同乗者は、落水後、本船が同乗者の近くで速力を落として旋回して

いたことから、本船に乗り込もうとしたものと考えられる。 

 本船は、船長が緊急エンジン停止コードを装着していなかったこと

から、エンジンが停止せずに航行を続け、同乗者が本船の右舷側中央

付近のガンネルをつかんだ際、船尾方に流されたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、琵琶湖南部の大津港北方沖において、同乗者

が、無人の状態で旋回している本船の右舷側中央付近のガンネルをつ

かんで乗り込もうとしたため、船尾方に流され、左手がプロペラに接

触したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・緊急時に備えて緊急エンジン停止コードを装着すること。 

・航走波等を乗り越える際、十分に減速すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 本船            写真２ 右舷後部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 船外機 
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写真４ 船外機使用上の注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ レンタルボート出入港届 
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